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(57)【要約】
【課題】取手と印象用トレー本体との一体性を高めると
共に、必要時には取手を取り外し可能な取手付き印象用
トレーを提供する。
【解決手段】取手付き印象用トレー１０は、顎堤の頂面
と対面する側が凹状に湾曲した底部１４と、底部１４の
外縁に沿って設けられ顎堤の側面を覆う湾曲した顎堤壁
部１２と、薄肉の脆弱部３６を有して底部１２から突出
するように、底部１２に接着、又は、底部１４及び顎堤
壁部１２と樹脂で一体成形された取手３０と、を備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顎堤の頂面と対面する側が凹状に湾曲した底部と、
　前記底部の外縁に沿って設けられ前記顎堤の側面を覆う湾曲した顎堤壁部と、
　薄肉の脆弱部を有して前記底部から突出するように、前記底部に接着、又は、前記底部
及び前記顎堤壁部と樹脂で一体成形された取手と、
　を備える取手付き印象用トレー。
【請求項２】
　前記取手は、前記底部の口唇寄りとなる前側に位置し、
　前記脆弱部は、前記取手の後側に設けられた切り欠きによって前側に位置し、
　破断時に前記取手の先端側が前記脆弱部を中心に前側に向かって回転可能に構成されて
いる、
　請求項１に記載の取手付き印象用トレー。
【請求項３】
　前記取手は、前記顎堤壁部より口唇寄りとなる前側に張り出さないように、平面視で前
記顎堤壁部の内側に留まるように設けられている、
　請求項１又は２に記載の取手付き印象用トレー。
【請求項４】
　前記底部又は前記顎堤壁部に設けられ、上顎堤と下顎堤との間の咬合高さを採得する高
さ測定部を備える、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の取手付き印象用トレー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、取手付き印象用トレーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、歯科治療では、口腔内で上顎又は下顎の歯がすべて無くなった患者の義歯（入れ
歯）を製作する際、口腔粘膜の印象（型）を採得するため、印象用トレーが使用される。
通常、印象用トレーは凹部を有し、凹部の内側にアルジネート等の印象採得用の印象材が
盛られて保持される。印象用トレーは、印象材が保持された状態で口腔内に差し込まれ、
顎堤に向かって押し込まれて嵌め合わされる。一定時間が経過し印象材がある程度固化し
た後、印象用トレーは口腔から取り出される。
【０００３】
　こうした印象用トレーとして、例えば特許文献１には、印象用トレー本体に、印象採得
の操作性を高めるための取手（継ぎ把手）が着脱自在に設けられた構成が開示されている
。この取手は、印象用トレーの側面に設けられた連結孔に基端が差し込まれると共に、先
端側が印象用トレー本体から外側に延びている。取手は、印象材が保持された印象用トレ
ー本体を口腔内に挿入する際、及び、印象材が固化した後、印象用トレーを口腔から取り
出す際に使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－６３８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の場合、取手は、印象用トレー本体の連結孔に差し込まれるだけで
あるため、例えば、印象採得時に患者が予期せず大きく動くことによって、取手に大きな
力が加えられると、取手が印象用トレー本体から抜ける場合がある。このとき、抜けた取
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手を再度、連結孔に差し込もうとすると、印象用トレー本体の凹部内に保持された固化中
の印象材に不要な力が加えられて型崩れが生じ、顎堤の印象が正確に採得できない懸念が
生じる。
【０００６】
　本発明は上記の問題に鑑み、取手と印象用トレー本体との一体性を高めると共に、必要
時には取手を取り外し可能な取手付き印象用トレーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための手段は、以下の態様を含む。
　＜１＞顎堤の頂面と対面する側が凹状に湾曲した底部と、前記底部の外縁に沿って設け
られ前記顎堤の側面を覆う湾曲した顎堤壁部と、薄肉の脆弱部を有して前記底部から突出
するように、前記底部に接着、又は、前記底部及び前記顎堤壁部と樹脂で一体成形された
取手と、を備える取手付き印象用トレー。
【０００８】
　上記＜１＞の構成によれば、取手付き印象用トレーの取手には、脆弱部が形成されてい
る。この脆弱部を破断することによって、先端側を印象用トレー本体から取り外すことが
可能になる。また、取手は、底部に接着、又は、底部及び顎堤壁部と樹脂で一体成形され
ている。このため、取手が印象用トレー本体と別部材であって、取手を印象用トレー本体
に取り付けて使用する場合に比べ、取手と印象用トレー本体との一体性が高い。
【０００９】
　＜２＞前記取手は、前記底部の口唇寄りとなる前側に位置し、前記脆弱部は、前記取手
の後側に設けられた切り欠きによって前側に位置し、破断時に前記取手の先端側が前記脆
弱部を中心に前側に向かって回転可能に構成されている、＜１＞に記載の取手付き印象用
トレー。
【００１０】
　上記＜２＞の構成によれば、破断時に、取手の先端側が、脆弱部を中心に前側に向かっ
て回転するため、脆弱部の破断を促す応力を生じさせることができる。また、破断動作の
際、取手を摘まむ指が、取手付き印象用トレー本体に当たる恐れが小さい。
【００１１】
　＜３＞前記取手は、前記顎堤壁部より口唇寄りとなる前側に張り出さないように、平面
視で前記顎堤壁部の内側に留まるように設けられている、＜１＞又は＜２＞に記載の取手
付き印象用トレー。
【００１２】
　ここで、取手が患者の口腔内で口唇や口腔粘膜に強く触れると、患者が違和感を覚え、
顎堤の周囲の組織を過度に緊張させてしまい、印象の正確な採得が困難になる場合がある
。上記＜３＞の構成によれば、取手は、顎堤壁部より前側に張り出していないため、印象
採得の際、取手付き印象用トレーが顎堤に嵌め合わせられ、印象材が固化するまでの間、
先端が、患者の口唇や口腔粘膜へ過剰に接触することを抑制できる。よって、患者の緊張
が防止され、印象の採得をより正確に行うことができる。
【００１３】
　＜４＞前記底部又は前記顎堤壁部に設けられ、上顎堤と下顎堤との間の咬合高さを採得
する高さ測定部を備える、＜１＞～＜３＞のいずれか一項に記載の取手付き印象用トレー
。
【００１４】
　上記＜４＞の構成によれば、取手によって印象採得時の印象用トレー本体の操作性が高
まる一方、取手の取り外しによって、咬合高さ採得時に、上顎堤と下顎堤との間で取手が
邪魔にならない。このため、同じ取手付き印象用トレーを用いて、印象採得と咬合採得と
を一度に効率的に行うことができる。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明に係る取手付き印象用トレーによれば、取手と印象用トレー本体との一体性を高
めると共に、必要時には取手を取り外し可能な取手付き印象用トレーを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】取手付き印象用トレー（上顎印象用トレー）の構成の概略を説明する斜視図であ
る。
【図２】上顎印象用トレーを下方から見た平面図（底面図）である。
【図３】取手付き印象用トレー（下顎印象用トレー）の構成の概略を説明する斜視図であ
る。
【図４】下顎印象用トレーを上方から見た平面図である。
【図５】取手付き印象用トレーの使用方法を説明する側面図である（その１）。
【図６】取手付き印象用トレーの使用方法を説明する側面図である（その２）。
【図７】取手付き印象用トレーの使用方法を説明する側面図である（その３）。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態を説明する。以下の図面の記載において、同一の部分及び類似
の部分には、同一の符号又は類似の符号を付している。但し、図面における厚みと平面寸
法との関係、各装置や各部材の厚みの比率等は現実のものとは異なる。したがって、具体
的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判定すべきものである。また、図面相互間におい
ても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている。
【００１８】
＜取手付き印象用トレーの構造＞
　本実施形態に係る取手付き印象用トレーは、上顎印象用トレー及び下顎印象用トレーの
それぞれに適用されている。上顎印象用トレーとしての取手付き印象用トレー１０（以下
、単に「上顎印象用トレー１０」とも称する。）は、口腔内の上顎１１０の上顎堤に嵌め
合わされ、上顎粘膜の印象を採得するために使用される（図５参照）。上顎粘膜は、上顎
堤の粘膜及び口蓋の粘膜を含む。
【００１９】
　また、下顎印象用トレーとしての取手付き印象用トレー２０（以下、単に「下顎印象用
トレー２０」とも称する。）は、下顎１２０の下顎堤に嵌め合わされ、下顎堤の下顎粘膜
の印象を採得するために使用される（図５参照）。まず、図１及び図２を参照して、上顎
印象用トレー１０を説明する。
【００２０】
（上顎印象用トレー）
　図１に示すように、上顎印象用トレー１０は、底部１４と、顎堤壁部１２と、取手３０
と、を備える。底部１４及び顎堤壁部１２は、上顎印象用トレー１０の本体をなす。底部
１４、顎堤壁部１２及び取手３０は、例えば熱可塑性プラスチック等の樹脂で、一体成形
されている。
【００２１】
　また、図２に示すように、底部１４の下面には上側高さ測定板１８が設けられている。
上顎印象用トレー１０は、中心軸Ｃ１に対して左右対称である。中心軸Ｃ１は、人体の正
中面に平行な軸線であり、底部１４の長手方向（図２中の上下方向）に沿って延びるよう
に設定されている。
【００２２】
　上顎印象用トレー１０の底部１４は、図１に示したように、中央が上側に隆起すること
によって、口蓋と対面する側が凸状に湾曲している。また、底部１４の中央の周囲で上顎
堤の頂面と対面する側は、凹状に湾曲している。なお、本発明においては、底部１４の中
央が隆起することなく、平坦であってもよい。
【００２３】
　上顎印象用トレー１０の顎堤壁部１２は、底部１４の外縁に沿って上側に起立するよう
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に設けられ、上顎堤の側面を覆うように湾曲している。顎堤壁部１２の厚みは、ほぼ一定
である。底部２４の凹状に湾曲した内壁面と、顎堤壁部１２の湾曲した内壁面とによって
、上顎堤を覆う凹部が、平面視でＵ字状に構成される。
【００２４】
（上顎印象用トレーの取手）
　上顎印象用トレー１０の取手３０は、全体が板状であって、板の長手方向（図１中の上
下方向）の上端側の基端３２が、底部１４の下面に位置している。すなわち取手３０は、
上顎堤の頂面と反対側の表面に、底部１４から突出して、図１中の下側に向かって延びて
いる。
【００２５】
　本実施形態では、上顎印象用トレー１０を水平面上に載置した際、水平面と取手３０の
板面とが成す角度のうち小さい方の角度θが、約３０°以上、約６０°以下に設定されて
いる（図５参照）。角度θが、３０°未満の場合、又は、６０°を超える場合、取手３０
が折れ易い、掴み難い、或いは、印象採得時に邪魔になる。こうした経験則上の観点から
、３０°≦θ≦６０°であることが、好ましい。
【００２６】
　取手３０の図１中の下端側の先端３４は、円柱状であって、基端３２の部分より厚みが
厚い。なお、本発明では、先端３４の形状は円柱状に限定されず、多角形状や、或いは厚
みに変化がない形状等、適宜変更できる。図２に示すように、取手３０は、底部１４の表
面の前側（図２中の上側）に位置する。また、先端３４は、平面視で、上顎印象用トレー
１０の顎堤壁部１２の外縁から外側に張り出さず、この外縁の内側に留まるように設けら
れている。
【００２７】
　図１に示したように、取手３０の基端３２と先端３４との間で、上顎印象用トレー１０
本体の前側（図１中の左手前側）の部分に、周囲より薄肉の領域である脆弱部３６が設け
られている。この脆弱部３６は、取手３０上の上顎印象用トレー１０本体の後側（図１中
の右奥側）に設けられた三角柱状の切り欠き（ノッチ）３３によって薄くなった部分によ
り形成されている。切り欠き３３は、取手３０の長さ方向（図１中の上下方向）に垂直に
延びている。取手３０の先端３４側は、脆弱部３６を中心に前側に向かって回転可能に構
成されている。
【００２８】
　なお、本明細書における「前側」とは、図５に示すように上顎印象用トレー１０本体を
口腔内で顎堤に嵌め合わせた際の口唇１１４寄りであって前歯の位置に相当する側を意味
する。また、「後側」とは、前側と反対側の喉側であって奥歯の位置に相当する側を意味
する。すなわち、取手３０の脆弱部３６は、口唇１１４，１２４の外側に位置する印象採
得者に近接するように配置されている。なお、この前後方向の定義は、下顎印象用トレー
２０についても同様に使用される。
【００２９】
　図１中では、取手３０の前面の中で、脆弱部３６の最も薄肉の領域が、一点鎖線で例示
されている。脆弱部３６は、一定の大きさ以上の力で取手３０の先端３４側を引っ張る、
又は、脆弱部３６に沿って引き千切る等の動作によって、破断させることが可能である。
ただし、先端３４側を指で摘まんで上顎印象用トレー１０本体を吊り下げて、上顎印象用
トレー１０本体の重力が負荷された程度では、脆弱部３６は破断しない。すなわち、取手
３０を摘まんで上顎印象用トレー１０を空中で単に移動させる程度の状態においては、取
手３０と上顎印象用トレー１０本体との一体性は、確実に維持可能である。
【００３０】
　なお、本実施形態では、取手３０は、底部１４及び顎堤壁部１２と樹脂で一体成形され
ているが、本発明では、取手３０と上顎印象用トレー１０本体との一体性を高める方法は
、一体成形に限定されない。取手３０が上顎印象用トレー１０本体とは別体として成形さ
れて用意されてもよく、それぞれを互いに強力に接着することによって一体性が高められ
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てもよい。また、取手３０を別体として用意する場合、素材は樹脂に限定されず、所定の
力で折ることが可能な強度を有する素材であれば、例えば金属等、適宜採用できる。
【００３１】
（上側高さ測定板）
　上側高さ測定板１８は、患者の咬合高さを採得するために、下顎印象用トレー２０の下
側高さ測定板２８（図３参照）と組み合わせて使用される部材である。なお、咬合高さの
採得方法については、後で説明する。
【００３２】
　本実施形態の上側高さ測定板１８は、熱可塑性プラスチック等の樹脂によって、上顎印
象用トレー１０と一体成形されている。しかし、本発明では、上側高さ測定板１８は、上
顎印象用トレー１０とは別部材として成形された上で、上顎印象用トレー１０に接着剤等
によって取り付けられてもよい。上側高さ測定板１８は、本発明の「高さ測定部」に対応
する。
【００３３】
（下顎印象用トレー）
　次に、図３及び図４を参照して、下顎印象用トレー２０を説明する。図３に示すように
、下顎印象用トレー２０は、上顎印象用トレー１０と同様に、底部２４と、顎堤壁部２２
と、取手３０と、を備える。底部２４及び顎堤壁部２２は、下顎印象用トレー２０の本体
をなす。底部２４、顎堤壁部２２及び取手３０は、例えば熱可塑性プラスチック等の樹脂
で、一体成形されている。また、底部１４の上面には下側高さ測定板２８が設けられてい
る。
【００３４】
　図４に示すように、下顎印象用トレー２０は、中心軸Ｃ２に対して左右対称である。中
心軸Ｃ２は、人体の正中面に平行な軸線であり、底部２４の長手方向（図４中の上下方向
）に沿って延びるように設定されている。
【００３５】
　下顎印象用トレー２０の底部２４は、平面視でＶ字状であり、下顎堤の頂面と対面する
側が凹状に湾曲している。また、下顎印象用トレー２０の顎堤壁部２２は、底部２４のＶ
字の外縁に沿って下垂するように設けられ、下顎堤の側面を覆うように湾曲している。底
部２４の凹状に湾曲した内壁面と、顎堤壁部２２の湾曲した内壁面とによって、下顎堤を
覆う、平面視でＶ字状の凹部が構成される。
【００３６】
（下顎印象用トレーの取手）
　下顎印象用トレー２０の取手３０は、上顎印象用トレー１０の取手３０と等価な構造を
有し、基端３２が、底部２４の上面に位置している。すなわち取手３０は、下顎堤の頂面
と反対側の表面に、底部２４から突出して、図３中の上側に向かって延びている。下顎印
象用トレー２０においても上顎印象用トレー１０の場合と同様に、水平面と取手３０の板
面とが成す角度のうち小さい方の角度θが、約３０°以上、約６０°以下に設定されてい
る（図５参照）。下顎印象用トレー２０の場合、この水平面は、頂面を水平にした下顎堤
に下顎印象用トレー２０を上側から嵌め合わせた状態で設定される。下顎印象用トレー２
０においても、上顎印象用トレー１０の場合と同様の経験則上の観点から、３０°≦θ≦
６０°であることが、好ましい。
【００３７】
　図４に示すように、取手３０は、底部２４の表面の前側（図４中の上側）に位置する。
また、取手３０の先端３４は、平面視で、下顎印象用トレー２０の顎堤壁部２２の外縁か
ら外側に張り出さず、この外縁の内側に留まるように設けられている。また、取手３０の
先端３４側は、脆弱部３６を中心に前側に向かって回転可能に構成されている。下顎印象
用トレー２０の取手３０のその他の構成は、上顎印象用トレー１０の取手３０の場合と等
価であるため、重複説明を省略する。
【００３８】
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（下側高さ測定板）
　図４に示したように、下側高さ測定板２８は、下顎印象用トレー２０の底部２４のＶ字
の左右の部分に懸け渡されている。具体的には、底部２４のそれぞれの上面には、ブロッ
ク状の収納部２４Ａ，２４Ｂが設けられ、収納部２４Ａ，２４Ｂの内側には、隙間２４Ａ
１，２４Ｂ１がそれぞれ設けられている。この隙間２４Ａ１，２４Ｂ１の高さは、下側高
さ測定板２８の板厚とほぼ同じであると共に、隙間２４Ａ１，２４Ｂ１の後側は、外部に
開口している。
【００３９】
　下側高さ測定板２８の長手方向（図４中の左右方向）の両端が、収納部２４Ａ，２４Ｂ
の隙間２４Ａ１，２４Ｂ１に後側から同時に差し込まれることによって、下側高さ測定板
２８は、左右の隙間２４Ａ１，２４Ｂ１に収納される。また、下側高さ測定板２８の中央
部分を把持して、収納部２４Ａ，２４Ｂの隙間２４Ａ１，２４Ｂ１の後側から引き抜くこ
とも可能である。
【００４０】
　また、下側高さ測定板２８の中央には、内周面に雌ネジ部が形成された貫通孔２８Ａが
設けられている。下側高さ測定板２８及び収納部２４Ａ，２４Ｂは、いずれも熱硬化性プ
ラスチック等の樹脂によって作製できる。また、収納部２４Ａ，２４Ｂは、下顎印象用ト
レー２０と一体成形できる。下側高さ測定板２８は、本発明の「高さ測定部」に対応する
。
【００４１】
＜取手付き印象用トレーの使用方法＞
　次に、本実施形態に係る取手付き印象用トレーの使用方法を、図５～図７を参照して説
明する。なお、図５及び図７では、説明のため、口腔及び口腔周囲の組織を断面して示し
ていると共に、舌の図示を省略する。
【００４２】
　まず、図５に示すように印象採得時には、上顎印象用トレー１０の凹部の内側に印象材
１３０が盛られ、この印象材１３０が保持された状態で上顎印象用トレー１０が上顎１１
０の上顎堤に嵌め合わされる。同様に、下顎印象用トレー２０の凹部の内側にも印象材１
３０が盛られ、この印象材１３０が保持された状態で下顎印象用トレー２０が下顎堤に嵌
め合わされる。
【００４３】
　なお、印象採得時には、下側高さ測定板２８は、下顎印象用トレー２０の本体から取り
外されている。これは、口腔内で下側高さ測定板２８が舌と干渉することを回避するため
である。また、図５中では、上顎１１０と下顎１２０との間隔が広く表され、口が大きく
開いたように描かれているが、この間隔は、実際にはより狭い場合がある。
【００４４】
　なお、図５中では上顎印象用トレー１０の取手３０と下顎印象用トレー２０の取手３０
とが、上下で重なるように前後方向（図５中の左右方向）のほぼ同じ位置に設けられてい
る。しかし、上下の取手３０同士が互いに接触しないように、それぞれの底部１４，２４
への取り付け位置を前後方向でずらしてもよい。或いは、取手３０の一方の先端３４を前
側（図５中の左側）に、かつ、他方の先端３４を後側（図５中の右側）に配置して、互い
に接触を回避してもよい。このように、印象採得時に、上下で対向する取手３０同士が接
触しないようにそれぞれの取手３０を配置することによって、口の開き過ぎによる患者の
口腔及び口腔周囲の組織の緊張が防止され、印象の採得をより正確に行うことができる。
【００４５】
　次に、図６に示すように、印象材１３０がある程度固化して印象が採得された後、上顎
印象用トレー１０の取手３０を摘まんで、上顎印象用トレー１０を上顎堤から取り外し、
口腔外に取り出す。また、下顎印象用トレー２０の取手３０を摘まんで、下顎印象用トレ
ー２０を下顎堤から取り外し、口腔外に取り出す。そして、それぞれの取手３０の先端３
４側を、脆弱部３６を中心に前側（図６中の左側）に回転させる。
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【００４６】
　先端３４側の回転によって先端３４側が印象採得者側に近接すると共に、脆弱部３６の
後側（図６中の右側）の領域が引き伸ばされ、脆弱部３６の破断を促す応力が生じる。図
６中では、切り欠き３３の先端３４側の傾斜面が、基端３２側の傾斜面とほぼ同一平面を
なすように揃った状態が例示されている。この脆弱部３６の後側の領域が引き伸ばされた
状態のまま、印象採得者が先端３４を引っ張る或いは捻じる等の動作を行うことによって
、先端３４側を容易に破断して、基端３２側から分離できる。
【００４７】
　次に、患者の上顎堤と下顎堤との間の咬合高さを採得する。具体的には、まず、咬合高
さを採得するための棒材３８（図７参照）を用意する。この棒材３８の外周面には雄ネジ
部が設けられ、この雄ネジ部の下端は、下側高さ測定板２８の貫通孔２８Ａの雌ネジ部に
対応して形成されている。そして、棒材３８の下端を貫通孔２８Ａに差し込み、雄ネジ部
と雌ネジ部とのネジ結合によって棒材３８を下側高さ測定板２８に支持させる。そして、
下側高さ測定板２８を収納部２４Ａ，２４Ｂに後側から嵌め合わせる。
【００４８】
　そして、図７に示すように、上顎印象用トレー１０を口腔内に戻して上顎堤に嵌め合わ
せると共に、下顎印象用トレー２０を口腔内に戻して下顎堤に嵌め合わせて、下側高さ測
定板２８を上側高さ測定板１８に対向させる。このとき、棒材３８の上端は、一定の高さ
で上顎印象用トレー１０側に突出することになる。
【００４９】
　そして、患者に口を閉じてもらい、口腔内で上顎印象用トレー１０及び下顎印象用トレ
ー２０を近接させて、棒材３８の上端を上側高さ測定板１８に突き当てる。そして、突き
当てた際の、咬み合わせが高い又は低い等の評価を患者から聴取する。そして、評価が高
い際には棒材３８の高さが低くなるようにネジ回転させると共に、評価が低い際には棒材
３８の高さが高くなるようにネジ回転させる。
【００５０】
　このように咬合高さの採得者と患者との間で、最終的に咬み合わせが適切な高さが得ら
れるまで棒材３８の高さを調整する。調整後、バイト材を上下のトレーの間に流し込み、
咬合を固定する。バイト材の図示は省略する。バイト材が固化した後に上下のトレーを口
腔外に取り出すことで咬合高さを採得できる。
【００５１】
（作用効果）
　本実施形態に係る取手付き印象用トレー１０，２０のそれぞれの取手３０には、脆弱部
３６が形成され、この脆弱部３６を破断することによって、取手３０の先端３４側と基端
３２側とが分離され、先端３４側を印象用トレー本体から取り外すことが可能になる。ま
た、底部１４，２４、顎堤壁部１２，２２及び取手３０は、樹脂で一体成形されている。
このため、取手３０が印象用トレー本体と別部材であって、取手３０を印象用トレー本体
に取り付けて使用する場合に比べ、取手３０と印象用トレー本体との一体性が高い。よっ
て、本実施形態によれば、取手３０と印象用トレー本体との一体性を高めると共に、必要
時には取手３０を取り外し可能な取手付き印象用トレー１０，２０を実現することができ
る。
【００５２】
　また、取手３０は、底部１４，２４の口唇１１４，１２４寄りとなる前側に設けられ、
脆弱部３６は、取手３０の後側に設けられた切り欠き３３によって前側に位置する。また
、破断時に、取手３０の先端３４側が、脆弱部３６を中心に前側に向かって回転する。こ
の回転によって脆弱部３６の切り欠き３３側となる後側の領域が大きく引き伸ばされ、脆
弱部３６の破断を促す応力を生じさせることができる。また、印象採得者は、底部の前側
に設けられた取手３０の先端３４側を手前側に回転させればよいため、破断動作の際、取
手３０を摘まむ指が、取手付き印象用トレー１０，２０本体に当たる恐れが小さい。
【００５３】
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　また、取手３０が顎堤壁部１２，２２より前側に張り出していないため、印象採得の際
、取手付き印象用トレー１０，２０が顎堤に嵌め合わせられ、印象材が固化するまでの間
、先端３４が患者の口唇１１４，１２４や口腔粘膜へ過剰に接触することを抑制できる。
よって、患者の緊張が防止され、印象の採得をより正確に行うことができる。
【００５４】
　また、取手付き印象用トレー１０，２０（上顎印象用トレー１０、下顎印象用トレー２
０）には、咬合高さを採得する高さ測定部としての上側高さ測定板１８又は下側高さ測定
板２８が設けられている。このため、取手３０によって印象採得時の操作性が高まる一方
、取手３０の取り外しによって、咬合高さ採得時に上顎堤と下顎堤との間で取手３０が邪
魔にならない。このため、同じ取手付き印象用トレー１０，２０を用いて、印象採得と咬
合採得とを一度に効率的に行うことができる。
【００５５】
＜その他の実施形態＞
　本発明は上記の開示した実施の形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及
び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。本開示から当業者には様
々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかになると考えられるべきである。
【００５６】
　例えば、図５に示したように、上顎印象用トレー１０及び下顎印象用トレー２０によっ
て印象用トレーセット（１０，２０）を構成することができる一方、上顎印象用トレー１
０及び下顎印象用トレー２０が、それぞれ単独で用いられてもよい。単独であっても、上
顎印象用トレー１０及び下顎印象用トレー２０はそれぞれ、取手３０と印象用トレー本体
との一体性が高められていると共に、必要時には取手３０を取り外すことが可能である。
【００５７】
　また、咬合高さの測定方法として、図７に示したような上側高さ測定板１８、下側高さ
測定板２８及び棒材３８を同時に使用することは、本発明では必須ではない。例えば、咬
合高さ採得者が、ノギス等の測定器を用いて、上顎印象用トレー１０上の任意の位置と下
顎印象用トレー２０上の任意の位置との間で、経験に基づいて測定してもよい。すなわち
、上側高さ測定板１８、下側高さ測定板２８及び棒材３８を、それぞれ部分的に用いても
咬合高さは測定できるし、或いは、これらを用いることなく、他の装置を用いて咬合高さ
を測定してもよい。
【００５８】
　また、図６中では、取手３０の先端３４側が前側に回転する場合が示されたが、先端３
４側が後側に回転する場合も排除されない。すなわち、切り欠き３３が消失するように先
端３４側を後側に回転させ、先端３４側に力を加えることによって、脆弱部３６の位置で
取手３０を破断可能である。ただし、本実施形態のように、先端３４側が前側に回転する
場合、脆弱部３６の後側の領域が引き伸ばされた状態を活用して容易に破断できると共に
、取手３０を摘まむ指の不必要な接触を抑えることができる点で有利である。
【００５９】
　以上のとおり本発明は、上記に記載していない様々な実施の形態等を含むとともに、本
発明の技術的範囲は、上記の説明から妥当な特許請求の範囲の発明特定事項によってのみ
定められるものである。
【符号の説明】
【００６０】
１０　取手付き印象用トレー（上顎印象用トレー）
１２　顎堤壁部
１４　底部
１８　上側高さ測定板
２０　取手付き印象用トレー（下顎印象用トレー）
２２　顎堤壁部
２４　底部
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２８　下側高さ測定板
２８Ａ　貫通孔
３０　取手
３２　基端
３４　先端
３６　脆弱部
１１０　上顎
１１４　口唇
１２０　下顎
１２４　口唇
１３０　印象材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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